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△ 稼働休止資産の減価償却

Q :当社は、在庫調整のため一部の機械の

操業を停止させていますが、景気の動向によ

っては直ちに稼働できるように、保守管理を

常時行っています。

ところで、この機械について減価償却して

もよいでしょうか。

A ●
甲 直ちに稼働できるように常時保守管理

が行われている機械は、減価償却ができます。

【解説】

法人税法上、固定資産のうち事業の用に供

していないもの及び時の経過によりその価値

の減少しないものは、減価償却資産とはなり

ませんので、生産調整等のために稼働を休止

している資産は、原則として減価償却が認め

られないことになります。

しかし、稼働を休止している資産であって

も、その休止期間中必要な維持補修が行われ

ていて、いつでも稼働し得る状態にあるもの

についてまで事業の用に供していないとする

ことは適当ではありません。

このような場合には、特に減価償却資産に

該当するものとして減価償却が認められるこ

ととされています。

したがって、ご質問の機械の場合、直ちに

稼働できるように常時保守管理が行われてい

ますので、減価償却資産として減価償却する

ことが認められます。


